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総 会 議 事 録 

 

１．開催日時  令和６年７月１１日（木） 午前９時３０分 

 

２．開催場所  瀬戸内市中央公民館 １階 視聴覚室 

 

３．農業委員  １１名中１０名出席し、その氏名は次のとおり 

太 田   修   尾 上 昭 則   出 射   實   宮 本 英 美   

由 喜 門  尊   藤 原 由 果   宇 津 木 康 文   石 黒 五 月   

藤 原 和 正   大 森 茂 利 

 

  欠席委員 

久 山 英 之 

 

４．農地利用最適化推進委員 

  山 本 昌 明   服 部 千 敏   松 本 英 樹   髙 田 和 之   

時 實 乙 伊   山 﨑   徹   大 河 原 律 夫   佐 藤 辰 也   

岡 﨑   浩   田 中 伸 五   正 富 清 人   吉 田   宏   

山 内 桂 三   小 西 健 文   大 森 幹 男   福 池 正 美   

時 岡 加 卓   大 森 文 生   久 米 啓 之 

 

  欠席委員 

山 本 祐 章 

 

５．議事に参与した者 

  事務局長 青木 潔 

事 務 局 伊藤 雅浩 

  事 務 局 藤原 将也 

 

６．議事内容 

第１号議案 農地法第３条許可申請について 

第２号議案 農地法第４条許可申請について 

第３号議案 農地法第５条許可申請について 

第４号議案 農地転用事業計画変更承認申請について 

第５号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 

（利用権設定） 

 

そ の 他  
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事 務 局 長 開会を宣言する（午前９時３０分） 

定刻となりましたので、これより令和６年度瀬戸内市農業委員会、第４

回の総会を始めます。会長よろしくお願いします。 

議 長 （あいさつ） 

皆様の適正な審査、よろしくお願いします。 

事 務 局 長  ただいまの農業委員の出席数は定数１１名のうち１０名ということで、 

瀬戸内市農業委員会総会議事規則第７条により、この総会が成立して 

いることをご報告します。 

なお、農業委員 久山 英之 委員、推進委員 山本 祐章 委員から欠

席届が出ていることを報告します。 

以降の議事の進行につきましては会長、よろしくお願いします。 

議 長  それでは、議事録署名委員を指名させていただきます。本日の 

署名委員に出射 實 委員、宮本 英美 委員よろしくお願いします。 

それでは、議題に入ります。 

議案に入る前に報告事項に関する追加がありますので、事務局の説明を

お願いします。 

事 務 局  それでは、報告事項 農地法許可に係る専決処分についてです。 

令和６年度瀬戸内市農業委員会第３回総会で農地転用許可と議決された

下記の案件について、令和６年６月２４日付けで瀬戸内市長より開発行

為の承認があり、同月２８日付けで岡山県農業会議に諮問したところ、

許可が適当であるとの意見答申があったため、指令書を交付したことを

報告します。以上です。 

議 長   報告が終わりました。この案件について、何かご意見、ご質問ありまし

たらお願いします。 

（意見なし） 

それでは本案件については、報告承認といたします。 

続きまして議題に入ります。第 1号議案、農地法第３条許可申請につい

てですが、議案資料１頁目、１番案件について除斥がありますので先に

審議及び採決を行います。■■委員は一旦退席をお願いします。 

事務局より説明をお願いします。 

事 務 局  それでは、議案資料１頁目をご覧ください。第１号議案 農地法第３ 

条許可申請についてです。 

 【１番案件】 

        譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「牛窓町牛窓■■■」。登記、現況地目いずれも「畑」。

面積「２４７㎡」。農地までの距離「１００ｍ」。耕作面積「１７，７

５６㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「２名」。取得の理由は「増
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反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、

所有権移転によるもので１０aあたり■ ■円となっています。以上です。 

議 長   説明が終わりました。担当委員のご意見を伺います。１番案件について、

時實委員より説明をお願いします。 

時 實 委 員  １番案件について、譲渡人の父が大病を患い、作業できなくなり、近所

の譲受人に購入依頼がありました。ご存命中に手続きができず、娘さん

に名義を変えてから手続きすることになりました。問題ありません。 

議 長   それでは、ただ今の第１号議案 1番案件につきまして、何かご意見、

ご質問ありましたらお願いします。 

（意見なし） 

それでは意見なしとしまして、続いて、採決に入ります。 

        第１号議案 農地法第３条許可申請の１番案件について、許可に賛成の方

は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

  全員賛成ということで、許可を決定します。■■委員の除斥を解きます。 

入室をお願いします。 

        続きまして、２番案件から順次、事務局の説明をお願いします。 

事 務 局  議案資料１頁目２番案件をご覧ください。 

【２番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在４筆「牛窓町長浜■■■」。面積「３，４３３㎡」。 

「牛窓町長浜■■■。面積「３．８２㎡」。 

「牛窓町長浜■■■」。面積「７０２㎡」。 

「牛窓町長浜■■■」。面積「７０１㎡」。 

登記、現況地目いずれも「畑」。面積「４，８３９.８２㎡」。農地まで

の距離「２，０００ｍ」。耕作面積は「２８，５７５㎡」。家族数、耕

作者数はいずれも「５名」。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡の

理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもの

で１０aあたり■ ■円となっています。 

【３番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在２筆「邑久町尾張■■■」。面積「９９０㎡」。 

「邑久町尾張■■■」。面積「４，３８６㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「５，３７６㎡」。農地までの距

離「１０ｍ」。耕作面積は「４３９，７３９㎡」。家族数、耕作者数は

いずれも「５名」。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡の理由は
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「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０a

あたり■ ■円となっています。 

【４番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「邑久町豊安■■■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「２，０５６㎡」。農地までの距離「１８，０００ｍ」。耕作面積

「２，９１０㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「２名」。取得の理由

は「贈与」によるもの。譲渡の理由は「相手方の要望」によるものです。

なお、所有権移転によるもので１０aあたり■ ■となっています。 

【５番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在２筆「邑久町山手■■■」。面積「７５㎡」。 

       「邑久町山手■■■」。面積「０．５５㎡」。  

登記、現況地目いずれも「畑」。面積「７５．５５㎡」。農地までの距

離「６００ｍ」。耕作面積「１９９，０４１.４３㎡」。家族数、耕作者

数はいずれも「３名」。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡の理由

は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので 

１０aあたり■ ■円となっています。 

【６番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

土地の所在３筆「邑久町豊原■■■」。面積「８０２㎡」。 

「邑久町豊原■■■」。面積「２０６㎡」。 

「邑久町豊原■■■」。面積「８９㎡」。 

登記、現況地目「田」または「畑」。面積「１，０９７㎡」。農地まで

の距離「２１，７００ｍ」。耕作面積「０㎡」。家族数、耕作者数はい

ずれも「２名」。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡の理由は「相

手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０aあた

り■ ■円となっています。 

【７番案件】 

被設定者「中国電力株式会社 代表取締役 中川 賢剛 電気業」。 

設定者「株式会社彩の榊 代表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

農地の所在２筆「邑久町本庄■■■」。面積「３３８㎡」。 

「邑久町本庄■■■」。面積「７０３㎡」。 
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登記、現況地目いずれも「田」。面積「１，０４１㎡」。取得の理由は

「その他」によるもの。譲渡の理由は「その他」によるものです。なお、

地上権設定によるもので１０aあたり年額■ ■円となっています。 

【８番案件】 

被設定者「中国電力株式会社 代表取締役 中川 賢剛 電気業」。 

設定者「株式会社彩の榊 代表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

農地の所在地「邑久町本庄■■■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「１，７５８㎡」。取得の理由は「その他」によるもの。譲渡の理

由は「その他」によるものです。なお、地上権設定によるもので１０aあ

たり年額■ ■円となっています。 

【９番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「邑久町尻海■■■」。登記、現況地目いずれも「畑」。

面積「２３４㎡」。農地までの距離「１０ｍ」。耕作面積 

「１，６８５.４９㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「６名」。取得の

理由は「増反」によるもの。譲渡の理由は「相手方の要望」によるもの

です。なお、所有権移転によるもので１０aあたり■ ■円となっていま

す。 

【１０番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在３筆。「長船町東須恵■■■」。面積「４３３㎡」。 

「長船町東須恵■■■」。面積「４２８㎡」。 

「長船町東須恵■■■」。面積「７３２㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「１，５９３㎡」。農地までの距

離「５，０００ｍ」。耕作面積「０㎡」。家族数、耕作者数はいずれも

「１名」。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡の理由は「相手方の

要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０aあたり■ 

■円となっています。 

【１１番案件】 

被設定者「中国電力株式会社 代表取締役 中川 賢剛 電気業」。 

設定者「株式会社彩の榊 代表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

農地の所在地「長船町東須恵■■■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「１，１４３㎡」。取得の理由は「その他」によるもの。譲渡の理

由は「その他」によるものです。なお、地上権設定によるもので１０aあ

たり年額■ ■円となっています。 
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【１２番案件】 

被設定者「中国電力株式会社 代表取締役 中川 賢剛 電気業」。 

設定者「株式会社彩の榊 代表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

農地の所在地「長船町東須恵■■■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「１，１９７㎡」。取得の理由は「その他」によるもの。譲渡の理

由は「その他」によるものです。なお、地上権設定によるもので１０aあ

たり年額■ ■円となっています。 

【１３番案件】 

被設定者「中国電力株式会社 代表取締役 中川 賢剛 電気業」。 

設定者「株式会社彩の榊 代表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

農地の所在地「長船町東須恵■■■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「１，１５３㎡」。取得の理由は「その他」によるもの。譲渡の理

由は「その他」によるものです。なお、地上権設定によるもので１０aあ

たり年額■ ■円となっています。 

【１４番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在３筆「長船町飯井■■■」。面積「１，７９２㎡」。 

「長船町飯井■■■」。面積「１，４１８㎡」。 

「長船町飯井■■■」。面積「１，４０６㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「４，６１６㎡」。農地までの距

離「１，２００ｍ」。耕作面積「８，７５９㎡」。家族数、耕作者数は

いずれも「２名」。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡の理由は

「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０a

あたり■ ■円となっています。 

【１５番案件】 

被設定者「中国電力株式会社 代表取締役 中川 賢剛 電気業」。 

設定者「株式会社彩の榊 代表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

農地の所在地「長船町磯上■■■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「１，２３９㎡」。取得の理由は「その他」によるもの。譲渡の理

由は「その他」によるものです。なお、地上権設定によるもので１０aあ

たり年額■ ■円となっています。 

【１６番案件】 

被設定者「中国電力株式会社 代表取締役 中川 賢剛 電気業」。 

設定者「株式会社彩の榊 代表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

農地の所在２筆「長船町東須恵■■■」。面積「３２７㎡」。 

「長船町東須恵■■■」。面積「６７３㎡」。 
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登記、現況地目いずれも「田」。面積「１，０００㎡」。取得の理由は

「その他」によるもの。譲渡の理由は「その他」によるものです。なお、

地上権設定によるもので１０aあたり年額■ ■円となっています。 

【１７番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」 

農地の所在地「長船町八日市■■■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「８０３㎡」。農地までの距離「１０ｍ」。耕作面積「０㎡」。家

族数、耕作者数はいずれも「５名」。取得の理由は「増反」によるもの。

譲渡の理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によ

るもので１０aあたり■ ■円となっています。 

以上、説明を終わります。 

議 長  続きまして、担当委員のご意見を伺います。２番案件について、時實委

員より説明をお願いします。 

時 實 委 員  ２番案件について、譲渡人は１番案件と同じで、娘さんに名義を変えて

からの手続きです。問題ありません。 

議 長  ３番案件、４番案件について、山﨑委員より説明をお願いします。 

山 﨑 委 員  ３番案件について、現在も耕作中です。不動産屋の仲介での売買ですが、

問題ありません。４番案件について、譲受人の父と譲渡人は兄弟なので、

譲受人と譲渡人は叔父、甥の関係です。譲受人の父が亡くなり、譲渡人

が実家に田を返すとのことで、譲受人も市外在住ですが、会社を設立し、

事務所が実家の一角にあり、現在も耕作しているので問題ありません。 

議 長  ５番案件について、大河原委員より説明をお願いします。 

大河原委員  ５番案件について、譲受人は隣接地で施設栽培をしており、今後作業す

るうえで広いほうが効率良いということで話がまとまりました。問題あ

りません。 

議 長  続きまして、６番案件について、田中委員より説明をお願いします。 

田 中 委 員   ６番案件について、譲渡人の親御さんが県外に住んでおり、現在空き家

になっております。この空き家を譲受人が購入するにあたり、田や畑も

一緒に取得することで話がまとまりました。問題ありません。 

議 長  続きまして、７番案件、８番案件について、正富委員より説明をお願い 

します。 

正 富 委 員  ７番案件、８番案件について、５月の農業委員会で農地法第３条許可と

なった田です。今回は地上権設定の申請となります。問題ありません。 

議 長  続きまして、９番案件について、山内委員より説明をお願いします。 

山 内 委 員  ９番案件について、譲渡人は市外にお住まいで、高齢で管理できないこ

とから耕作してくれる人を探していました。畑の近くにお住まいの譲受

人と話がまとまりました。問題ありません。 
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議 長  続きまして、１０番案件は大森委員ですが、１４番案件と合わせて福池

委員より説明をお願いします。 

福 池 委 員  １０番案件と１４番案件について、譲渡人は親子です。家族で耕作をお

こなっておりましたが、事情によりひとりでの耕作となりました。従いま

して、ひとりで耕作可能な農地以外を整理することにしました。まず１４

番案件の譲受人は以前からの知人であり、話し合いの上で売買が成立しま

した。地域で耕作しており、問題ありません。１０番案件の譲受人ですが、

農業は初めてですが、１４番案件の譲受人の紹介で購入しており、耕作は

協力を求めて行うとのことで問題ないと考えます。 

議 長  続きまして、１１番案件から１３番案件、１５番案件から１７番案件に

ついて事務局より説明お願いします。 

事 務 局  １１番案件から１３番案件、１５番案件、１６番案件の５件につきまし

ては所有権移転の３条の許可が５月になされて、６月に地上権設定と５

条の一時転用の許可を受けた案件になりますが、譲渡人が国の広域認定

を受けられたため、既に許可を受けている一時転用期間３年間から１０

年間に期間変更することに伴い、新たに地上権設定の許可を受けるもの

です。内容はこれまで通り営農型太陽光の下で榊を栽培する計画に変わ

りはありません。 

１７番案件について、申請農地は譲受人の自宅に隣接する農地です。譲

渡人が市外在住で農地の管理ができず、このたび話がまとまりました。

譲受人は家庭菜園で家族と野菜を育てるとのことで、問題ありません。 

議 長   それでは、ただ今の第１号議案につきまして、何かご意見、ご質問あり 

ましたらお願いします。 

（意見なし） 

それでは意見なしとしまして、続いて、採決に入ります。 

        第１号議案 農地法第３条許可申請の２番案件から１７番案件について、

許可に賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議 長   全員賛成ということで、許可を決定します。 

        続きまして、第２号議案、農地法第４条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事  務  局   それでは、議案資料、３頁をご覧ください。第２号議案、農地法第４条

許可申請について、ご説明します。 

【１番案件】 

申請人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

土地の所在「牛窓町長浜■■■」。地目「田」。面積「２．８４㎡」。

転用目的「水路」。施設の概要「水路 ２．８４㎡」。農地区分１０aあ
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たり収量「第２種農地 米４８０㎏」。資金「■■」。隣地への被害は

ありません。なお、転用申請、農用地区域外農地です。 

【２番案件】 

申請人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

土地の所在「牛窓町長浜■■■」。地目「田」。面積「６．１５㎡」。

転用目的「水路」。施設の概要「水路 ６．１５㎡」。農地区分１０aあ

たり収量「第２種農地 米４８０㎏」。資金「■■」。隣地への被害は

ありません。なお、転用申請、農用地区域外農地です。 

【３番案件】 

申請人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

土地の所在「牛窓町長浜■■■」。地目「田」。面積 

「３３．００㎡」。転用目的「水路」。施設の概要「水路 ３３．００

㎡」。農地区分１０aあたり収量「第２種農地 米４８０㎏」。資金「■

■」。隣地への被害はありません。なお、転用申請、農用地区域外農地

です。 

【４番案件】 

申請人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

土地の所在「牛窓町長浜■■■」。地目「田」。面積 

「１６．００㎡」。転用目的「水路」。施設の概要「水路 １６．００

㎡」。農地区分１０aあたり収量「第２種農地 米４８０㎏」。資金「■

■」。隣地への被害はありません。なお、転用申請、農用地区域外農地

です。 

位置図は資料７頁をご覧ください。１番案件から４番案件まで同じ箇所

となっておりまして、申請地は株式会社ヨシナガファインテックの西側

約１００ｍに位置しています。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長   続きまして、担当委員のご意見を伺います。１番案件から４番案件につ

いて、時實委員より説明をお願いします。 

時 實 委 員  １番案件から４番案件については、すべて同じ内容です。申請地は官民

境界が入り組んでおり、農地と水路が混在しておりました。このたび測

量の上分筆を行い、既に水路化していた部分について、現状に即して転

用申請を行うもので、新たに周辺農地に影響を与えることもないことか

ら、問題ないと考えます。 

議    長  それでは、ただいまの第２号議案 農地法第４条許可申請につきまして、

何かご意見、ご質問ありましたらお願いします。 

（意見なし） 

それでは意見なしとして、続いて、採決に入ります。 



- 10 - 

第２号議案 農地法第４条許可申請の１番から４番までの案件について、

許可に賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議 長  全員賛成ということで、承認します。 

        続きまして、第３号議案、農地法第５条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事  務  局   それでは、議案資料、４頁をご覧ください。第３号議案、農地法第５条

許可申請について、ご説明します。 

【１番案件】 

借人「中国電力株式会社 代表取締役 中川 賢剛 電気業」。 

貸人「株式会社彩の榊 代表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

土地の所在２筆「邑久町本庄■■■」。 

「邑久町本庄■■■」 

地目「田」。面積「１，０４１.００㎡」。転用目的「営農型太陽光発電

装置」。施設の概要「営農型太陽光発電装置 ４０１．０４㎡」。農地

区分１０aあたり収量「第１種農地 米４２０㎏」。資金「自己資金 

■ ■円」。隣地への被害はありません。なお、賃貸借権設定で、 

１０aあたり年額■ ■円、農用地区域内農地です。 

【２番案件】 

借人「中国電力株式会社 代表取締役 中川 賢剛 電気業」。 

貸人「株式会社彩の榊 代表取締役 佐藤 幸次 農業」。 

土地の所在「邑久町本庄■■■」。地目「田」。面積「１，７５８㎡」。

転用目的「営農型太陽光発電装置」。施設の概要「営農型太陽光発電装

置 ４３８．２４㎡」。農地区分１０aあたり収量「第１種農地 米４２

０㎏」。資金「自己資金■ ■円」。隣地への被害はありません。なお、

賃貸借権設定で、１０aあたり年額■ ■円、農用地区域内農地です。 

位置図は資料８頁をご覧ください。１番案件、２番案件、同じ箇所とな

っております。本庄の交差点、消防本部の東側約７００ｍに位置してい

ます。 

【３番案件】 

譲受人「株式会社大町 代表取締役 秋山 秀行 販売業」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

土地の所在２筆「長船町東須恵■■■」。 

     「長船町東須恵■■■」。 

地目「畑」。面積「４３２㎡」。 

２人目譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

土地の所在「長船町東須恵■■■」。地目「畑」。面積「１７２㎡」。 

３人目譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 
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土地の所在「長船町東須恵■■■」。地目「畑」。面積「２４６㎡」。 

転用目的「倉庫」。施設の概要「倉庫 １棟 ２８９，１８㎡」。農地

区分１０aあたり収量「第２種農地 普通畑」。資金「自己資金■ ■

円」。隣地への被害はありません。なお、所有権移転で、１０aあたり 

■ ■円、農用地区域外農地です。 

位置図は資料９頁をご覧ください。株式会社大町のすぐ南側に位置して

います。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長   続きまして、担当委員のご意見を伺います。１番案件、２番案件につい

て、正富委員より説明をお願いします。 

正 富 委 員  １番案件、２番案件について、先ほどの第１号議案、農地法第３条許可

申請での申請があった土地です。近隣住民に迷惑がかからないように管

理をお願いするよう伝えてあります。 

議    長   続きまして、３番案件について、大森委員より説明をお願いします。 

大 森 委 員  ３番案件について、譲受人は駄菓子の販売をしており、手狭になったた

め土地を探していたところ譲渡人と話がまとまりました。 

議    長  それでは、ただいまの第３号議案 農地法第５条許可申請について、何

かご意見、ご質問ありましたら 

お願いします。 

（意見なし） 

それでは意見なしとして、続いて、採決に入ります。 

第３号議案 農地法第５条許可申請の１番から３番までの案件について、

許可に賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議 長  全員賛成ということで、承認します。 

   続きまして、第４号議案 農地転用事業計画変更の承認申請について事

務局より説明をお願いします。 

事  務  局   それでは、議案資料、５頁をご覧ください。 

 

【第４号議案 農地転用事業計画変更の承認申請について 

議案書をもとに説明】 

 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長   ただ今の第４号議案につきまして何かご意見、ご質問がありましたらお 

願いします。 

（意見なし） 

  ご意見ないようですので、第４号議案につきまして、報告承認とします。 

続きまして、第５号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集 
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積計画について（利用権設定）、事務局の説明をお願いします。 

事  務  局   それでは、議案資料、６貢をご覧ください。 

 

【第５号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画に 

ついて(利用権設定)議案書をもとに説明】 

 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長   ただ今の第５号議案につきまして何かご意見、ご質問がありましたらお 

願いします。 

（意見なし） 

  ご意見ないようですので、第５号議案につきまして、承認とします。 

それでは最後のその他の項目についてです。事務局、お願いします。 

事  務  局   今後の総会の予定については、８月の通常総会は、８月８日木曜日に瀬

戸内中央公民館 １階 視聴覚室にて９時３０分から開催予定です。 

また、９月の通常総会は、９月１２日木曜日に瀬戸内市役所 ２階 大

会議室にて９時３０分から開催予定です。 

議 長   他にご意見、ご質問はありませんか。 

それではご意見もありませんので、これをもちまして、令和６年度７月

の総会を閉会します。 

ありがとうございました。 

 

 

（午前１０時３０分 閉会） 

        

        

上記議事録を作成し、その相違ないことを証するためここに署名押印す

る。 

        

令和６年７月１１日 

 

議   長   藤 原 和 正 

 

署 名 委 員   出 射    實 

        

署 名 委 員   宮 本 英 美 


